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○土浦市図書館条例施行規則 

昭和60年３月29日教委規則第４号 

改正 

平成11年２月２日教育委員会規則第２号 

平成11年11月30日教育委員会規則第９号 

平成13年８月29日教育委員会規則第３号 

平成16年３月30日教育委員会規則第１号 

平成17年３月31日教育委員会規則第４号 

平成17年５月27日教育委員会規則第５号 

平成18年２月10日教育委員会規則第３号 

平成18年３月15日教育委員会規則第12号 

平成20年３月31日教育委員会規則第４号 

平成21年３月31日教育委員会規則第４号 

平成23年３月31日教育委員会規則第２号 

平成24年３月30日教育委員会規則第７号 

平成25年９月24日教育委員会規則第４号 

平成26年11月25日教育委員会規則第９号 

平成29年３月15日教育委員会規則第１号 

平成29年10月30日教育委員会規則第７号 

平成30年３月27日教育委員会規則第３号 

令和元年６月28日教育委員会規則第４号 

令和元年９月25日教育委員会規則第10号 

令和３年３月19日教育委員会規則第５号 

令和４年２月15日教育委員会規則第２号 

土浦市図書館条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、土浦市図書館条例（平成11年土浦市条例第22号。以下「条例」という。）第20

条の規定に基づき、土浦市立図書館（以下「図書館」という。）の組織、管理及び運営に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（事業） 

第２条 図書館は、図書館法（昭和25年法律第118号）第３条に規定する事業を行う。 

（分館） 

第３条 条例第３条の規定により設置する分館（以下「分館」という。）の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

分館の名称 位置等 

三中地区分館 土浦市中村南四丁目８番14号 

（土浦市立三中地区公民館内） 

都和分館 土浦市並木五丁目4824番地１ 

（土浦市立都和公民館内） 

神立地区分館 土浦市神立町682番地54 

（神立地区コミュニティセンター内） 

新治地区分館 土浦市藤沢982番地 

（土浦市立新治地区公民館内） 

２ 図書館は、分館において、資料の貸出その他の奉仕業務を行うことができる。 

（係の設置等） 

第４条 図書館に次の係を置く。 

管理係及び奉仕係 

２ 係に係長を置く。 
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３ 図書館に副館長、館長補佐、主査、主任、主幹及び主事を置くことができる。 

（館長等の職務） 

第５条 図書館長（以下「館長」という。）は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員

を指揮・監督する。 

２ 副館長及び館長補佐は、上司の命を受け、館長を補佐し、その分掌事務を処理する。 

３ 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 

４ 主査、主任及び主幹は、上司の命を受け、担当事務を処理する。 

５ 主事は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。 

（係の分掌事務） 

第６条 係の分掌する事務は、別表第１のとおりとする。 

（分館の休館日） 

第７条 分館の休館日は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、

休館日を変更し、又は臨時に開館することができる。 

分館の名称 休館日 

三中地区分館 

都和分館 

神立地区分館 

新治地区分館 

(１) 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）第２条に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日も休館日

とする。） 

(２) 12月29日から翌年の１月４日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

(３) 国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日（第１号及び前号

に掲げる日を除く。） 

(４) 特別整理日 

（分館の開館時間） 

第８条 分館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるとき

は、これを変更することができる。 

分館の名称 開館時間 

三中地区分館 

都和分館 

神立地区分館 

新治地区分館 

午前10時から午後５時まで 

（賠償免除の申請等） 

第９条 条例第19条第１項又は第２項の規定により賠償責任を負ったものは、賠償の免除を受けよう

とするときは、図書館（資料・施設・設備）賠償免除申請書（様式第１号）を教育委員会に提出し

なければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、賠償の免除

の可否を決定し、その旨を図書館（資料・施設・設備）賠償免除（決定・却下）通知書（様式第２

号）により当該申請者に通知するものとする。 

（館内利用） 

第10条 館内における資料の閲覧は、自由に行うことができる。ただし、次に掲げるときは、あらか

じめ、館内利用申請書（様式第３号）に必要な事項を記入の上、館長に提出しなければならない。 

(１) 郷土資料その他の貴重資料を利用するとき。 

(２) 資料を所定の場所から館内の別の場所へ持ち出すとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるとき。 

（館外利用の手続） 

第11条 館外における資料の利用（以下「館外利用」という。）を希望する者は、あらかじめ、利用

カード登録申請書（様式第４号）を館長に提出し、利用カード（様式第５号）の交付を受けなけれ

ばならない。 

２ 館外利用を希望する者は、所属職員に対し利用カードを提示しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、自動貸出機を利用する場合は、当該自動貸出機に利用カードを認識さ

せることにより、館外利用をすることができる。 
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（利用数量及び利用期間） 

第12条 館外利用ができる資料の数量及び利用期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に

必要があると認めるときは、この限りでない。 

資料の区分 資料の数量 資料の利用期間 

図書資料 １人10冊以内 貸出日から15日以内 

視聴覚資料（ＣＤ、ＤＶＤ等を

いう。） 

１人３点以内 同上 

紙芝居 １人２点以内 同上 

（館外利用禁止資料） 

第13条 前条の表に掲げる資料のうち次に掲げる資料は、館外利用をすることができない。ただし、

館長が特に認めるものについては、この限りでない。 

(１) 貴重資料 

(２) 参考図書 

(３) 地域資料 

(４) 官報及び新聞 

(５) 雑誌の最新号 

（団体利用） 

第14条 年齢が18歳以上であり、かつ、市内に住所を有する者が代表者を務める５人以上の団体は、

団体貸出しを利用することができる。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りで

ない。 

２ 前項の規定により団体貸出しを利用しようとするものは、あらかじめ、団体貸出利用及び利用カ

ード登録申請書（様式第６号）により館長に申請し、利用カードの交付を受けなければならない。 

３ 資料の団体貸出しを利用しようとするものは、所属職員に対し利用カードを提示しなければなら

ない。 

４ 団体貸出しを利用できる資料の数は、100冊以内とし、その期間は、60日以内とする。ただし、館

長が、特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

５ 団体の代表者は、団体貸出しの利用が適切に行われるよう、団体の構成員を指導しなければなら

ない。 

６ 団体の代表者は、団体貸出しの利用についての責任を負わなければならない。 

（利用カードの有効期限） 

第15条 第11条第１項及び前条第２項の規定により交付された利用カードの有効期限は、当該利用カ

ードの交付の日から５年を経過する日の属する月の末日までとする。ただし、館長は、有効期限を

迎えた利用カードがなお当分の間用いることに耐えることが可能であると認めるときは、当該有効

期限を５年間延長することができる。 

（遵守事項） 

第16条 利用カードの交付を受けた者は、利用カードを亡失したとき、又は利用カードの交付申請の

内容に変更が生じたときは、速やかに、利用カード登録申請書により館長に届け出なければならな

い。 

２ 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。 

（館外利用の制限） 

第17条 館長は、館外利用をするもの（以下この条において「館外利用者」という。）が利用期間を

経過しても資料の返却をしないときは、資料返却の督促を行い、当該館外利用者がこれに応じない

場合において、必要があると認めるときは、当該館外利用者に対し、館外利用の停止等の制限をす

ることができる。館外利用者が条例第19条第２項本文の規定による損害賠償の求めに応じない場合

も、また同様とする。 

（複写サービスの提供） 

第18条 図書館資料の複写サービスについては、著作権法（昭和45年法律第48号）第31条の規定に基

づいて行う。 

２ 複写サービスの費用の額は、別表第２に定めるとおりとする。 
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３ 前項の費用は、複写サービスを受ける際に納入するものとする。 

（寄贈） 

第19条 館長は、資料の寄贈の申し出があった場合は、図書館に必要と認められる資料の寄贈を受け

ることができる。 

２ 館長は、前項の規定により寄贈を受けた資料については、寄贈者の氏名、寄贈年月日及び寄贈資

料名を台帳に記録しておくものとする。 

（文書の取扱い） 

第20条 図書館における文書の取扱いについては、土浦市教育委員会事務局組織規則（昭和46年土浦

市教育委員会規則第４号）第10条の規定の例による。 

（利用申請） 

第21条 条例第10条第２項の規定により図書館の研修室の利用の許可を受けようとするもの（次条に

おいて「申請者」という。）は、土浦市立図書館施設利用許可申請書（様式第７号）を教育委員会

に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の提出は、利用しようとする日の属する月の前月の１日から行うことができる。 

（利用許可） 

第22条 教育委員会は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、土浦市立図書館施設利用許可書（様式第８号。第25条第２項において「許可書」とい

う。）を申請者に交付するものとする。 

（利用許可内容の変更及び取消し） 

第23条 前条の規定により利用の許可を受けたもの（第25条第１項第１号において「利用者」という。）

は、当該利用の許可の内容の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を教育委員会

に報告しなければならない。 

（使用料の減額又は免除） 

第24条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる

場合とし、その内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 市が主催又は共催する場合 免除 

(２) 国及び他の地方公共団体（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（次号

において「学校」という。）を除く。）が利用する場合 免除 

(３) 市内にある学校が利用する場合 免除 

(４) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により利用する場合 免除 

(５) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 ５割減額又は免除 

２ 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第21条第１項の規定により利用の許可を申請す

る際に、土浦市立図書館施設使用料減額（免除）申請書（様式第９号）を教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

３ 条例第14条の規定により使用料を減額する場合の使用料の額に５円未満の端数があるときはこれ

を切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときはこれを５円とする。 

（使用料の返還） 

第25条 条例第15条ただし書の規定による使用料の返還の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

(１) 利用者の責めに帰することのできない事由により利用ができなかった場合 全額 

(２) 利用しようとする日の14日前（その日が休館日に当たる場合は、その前日）までに利用の取

消しを申し出た場合 全額 

(３) 利用しようとする日の７日前（その日が休館日に当たる場合は、その前日）までに利用の取

消しを申し出た場合 ５割の額 

２ 使用料の返還を受けようとするものは、土浦市立図書館施設使用料返還申請書（様式第10号）に

使用料を納入したことを証する書面及び許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。 

３ 条例第15条ただし書の規定により使用料を返還する場合の使用料の額に５円未満の端数があると

きはこれを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときはこれを５円とする。 

（委任） 

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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付 則 

１ この規則は、昭和60年４月１日から施行する。 

２ 土浦市立図書館規則（昭和27年土浦市教育委員会規則第11号）は、廃止する。 

付 則（平成11年２月２日教委規則第２号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

付 則（平成11年11月30日教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の土浦市図書館条例施行規則の規定は、

平成11年10月１日から適用する。 

付 則（平成13年８月29日教委規則第３号） 

この規則は、平成13年９月１日から施行する。 

付 則（平成16年３月30日教委規則第１号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

付 則（平成17年３月31日教委規則第４号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

付 則（平成17年５月27日教委規則第５号） 

この規則は、平成17年７月１日から施行する。 

付 則（平成18年２月10日教委規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定中「、新治村」を削る部分は、

平成18年２月20日から施行する。 

付 則（平成18年３月15日教委規則第12号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、平成18年３月27日

から施行する。 

付 則（平成20年３月31日教委規則第４号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

付 則（平成21年３月31日教委規則第４号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年３月31日教委規則第２号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

付 則（平成24年３月30日教委規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の土浦市図書館条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

付 則（平成25年９月24日教委規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の土浦市図書館条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

付 則（平成26年11月25日教委規則第９号） 

この規則は、平成27年１月１日から施行する。 

付 則（平成29年３月15日教委規則第１号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則（平成29年10月30日教委規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年11月27日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の土浦市図書館条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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付 則（平成30年３月27日教委規則第３号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則（令和元年６月28日教委規則第４号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

付 則（令和元年９月25日教委規則第10号） 

この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

付 則（令和３年３月19日教委規則第５号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和４年２月15日教育委員会規則第２号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第６条関係） 

係 分掌事務 

管理係 １ 図書館の企画運営及び広報に関すること。 

２ 土浦市図書館協議会に関すること。 

３ 公印の管守に関すること。 

４ 文書の収受、発送及び保存に関すること。 

５ 予算経理その他会計事務に関すること。 

６ 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

７ 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

８ その他庶務に関すること。 

奉仕係 １ 蔵書計画に関すること。 

２ 資料の選定、受入れ、整理、保管及び除籍に関すること。 

３ 図書館の情報処理及びシステムに関すること。 

４ 資料の目録の整備に関すること。 

５ 資料の館内利用及び館外利用に関すること。 

６ レファレンスに関すること。 

７ 資料の相互貸借に関すること。 

８ 読書活動の推進に関すること。 

９ ボランティアの育成及び活用に関すること。 

10 分館に関すること。 

11 資料の寄贈に関すること。 

12 その他奉仕に関すること。 

別表第２（第18条関係） 

 複写の種類 用紙の大きさ 費用の額 

複写

サー

ビス

の費

用 

電子式複写機によるモノクロ

複写 

日本産業規格Ａ列３番及び４

番並びにＢ列４番及び５番 

１枚につき10円 

電子式複写機によるカラー複

写 

日本産業規格Ａ列４番及びＢ

列５番 

１枚につき50円 

日本産業規格Ａ列３番及びＢ

列４番 

１枚につき100円 

マイクロフィルムからの電子

式引き伸ばし 

日本産業規格Ａ列３番及び４

番 

１枚につき10円 

電子情報のプリントアウト(モ

ノクロ) 

日本産業規格Ａ列３番及び４

番 

１枚につき10円 

電子情報のプリントアウト（カ

ラー） 

日本産業規格Ａ列４番 １枚につき50円 

日本産業規格Ａ列３番 １枚につき100円 
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様式第１号（第９条関係） 

 



8/16 

様式第２号（第９条関係） 
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様式第３号（第10条関係） 
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様式第４号（第11条関係） 
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様式第５号（第11条関係） 
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様式第６号（第14条関係） 
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様式第７号（第21条関係） 
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様式第８号（第22条関係） 
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様式第９号（第24条関係） 
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様式第10号（第25条関係） 

 


